
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆助成金◆ 

 

世界的な金融危機による急激な景気後退に対応するため、

雇用保険法施行規則を改正し、雇用調整助成金と中小企

業緊急雇用安定助成金の対象労働者の範囲が拡大されま

した（適用日は平成２０年１２月９日）。 

 

その概要は、以下のとおりです。 

 

雇用調整助成金／中小企業緊急雇用安定助成金とは 

 

◆景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由に

より事業活動の縮小を余儀なくされ、休業・教育訓練・出

向させることによって雇用を維持する事業主に対して、休

業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一

部を助成するもので、失業の予防を目的としています。  

 

◆雇用保険に加入しており、売上高または生産量の最近３

ヶ月間の月平均値が、その直前３ヶ月間または前年同期

に比べて５％以上減少しているような場合に支給対象とな

ります。もちろん、これ以外にも要件はあります。 

 

改正の概要 

 

◆今回、上記の対象労働者の範囲を拡大。従来の「雇用

保険の被保険者期間が６ヶ月以上の者」に加えて、下記

の①②の人も対象労働者になりました。 

 

①雇用保険の被保険者期間が６ヶ月未満の人 

今回、当分の間の特例措置として、被保険者であれば

被保険者期間にかかわらず、①の人は対象労働者とな

りました。 

 

②６ヶ月以上雇用されているが雇用保険の被保険者以

外の人（週の所定労働時間が２０時間以上の人に限る） 

今回、当分の間の特例措置として、雇用保険の被保険

者でない人でも、②の人は対象労働者となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営者のための労務・社保・法改正情報   『この会社で働くことができてよかった』 そう思える会社作りのお手伝いを致します 

 

 

 

 

支給額の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※中小企業緊急雇用安定助成金 

…中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容などを拡充した制度です

（これが支給される場合には、雇用調整助成金は支給されません） 

 

◆今回の改正で、例えば「新規に雇用保険の被保険者とし

て採用した人」や「６ヶ月以上雇用している非正規労働者

（週の所定労働時２０時間以上の人に限る）」に対して、休業、

教育訓練や出向を行った場合にも、他の要件を満たしていれ

ばこの助成金を受けられることになります。 

 

◆助成金は、国から“タダ”でもらえるお金であるため、一般的

に支給要件のハードルは高いです。しかし、そのハードルの

高さが “今の自社の事情に合致” するならば遠慮なく支

給を受けるべきです。何故ならば、その財源は企業が支払

ったものですから。 

 

◆労災保険料の改定◆ 

 

◆前回もお伝えしましたが、労災保険料の改定について詳し

く見ることにします。 

 

◆そもそも労災保険率は、将来にわたる労災保険の事業に

係る財政の均衡を保つことができるように、過去３年間の

災害率等を考慮して、事業の種類ごとに決定され、労災

保険率表に規定されます。 

今回は、先の法改正で船員保険の職務上疾病・年金部

門が労災保険に統合されることが決定していることから、労

災保険率を定める業種の数が１つ増えて、現行の５４から

５５となります。 

 

≪今月号の内容≫ 

助成金[雇用調整助成金／中小企業緊急雇用安定助成金] 

労災保険料の改定  

年度更新の申告・納付時期が変更 

所長の山下隆二です。２月は節分。毎年、鬼の役をするのです

が、子供が大きくなってきたので体に当たる豆が痛いです。そろそろ

止めにしたいところです･･･ 今月お伝えするテーマは、右記の通り

です。貴社の労務管理にお役立て下さい。 

◆

◆

◆

２２  

２００９ 

貴社を労務管理リスクから開放します
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雇用調整助成金
中小企業

緊急雇用安定助成金

休 業
休業手当
相当額の１／２
（日数に上限あり）

休業手当
相当額の４／５
（日数に上限あり）

教 育 訓 練
上記の金額に
１人１日１，２００円
を加算

上記の金額に
１人１日６，０００円
を加算

出 向
出向元の負担額の
１／２

出向元の負担額の
４／５  



①労災保険率の改定

 

◆現行５４業種の労災保険率が改定されます。労災保険

率が引き上げとなる業種は５業種、引き下げとなる業種は

３８業種、据え置きとなる業種は１１業種です。 

 

◆今回の改定の結果、労災保険率の加重平均は７．０／１

０００から５．４／１０００に下がる見込みで、事業主の保

険料負担は年間約１，８２７億円減額されることになりま

す。 

 

労災保険率の概要 

 

◎現行 

最高：１１８／１０００（水力発電施設、ずい道等新設事業） 

最低：４．５／１０００（その他の各種事業など） 

 ※各労災保険率には、非業務災害率０．８／１０００を含む。 

 

◎改正（案） 

最高：１０３／１０００（水力発電施設、ずい道等新設事業） 

最低：３／１０００（その他の各種事業など） 

 ※各労災保険率には、非業務災害率０．６／１０００を含む。 

 

労災保険率表の抜粋（その他の事業のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆尚、船員保険が平成２２年１月に統合されることに伴い、

「船員法第１条に規定する船員を使用して行う船舶所有

者の事業」が新設されます（労災保険率は５０／１０００）。 

 

②労務比率、第２種特別加入保険料率、及び第３種特別

加入保険料率の改定

 

例えば、海外で行われる事業に派遣される労働者が加入す

る第３種と区別加入保険料率は５／１０００から４／１０００

へと改定される予定です。 

 

◆平成２１年度から年度更新の申告・納付時期が変更◆ 

 

◆年度更新の手続が、従来は４月１日から５月２０日までの

間で行われていましたが、平成２１年度からは、６月１日～

７月１０日までの間に行うことに変更になりました。 

また、年度更新申告書は５月末に送付される予定です。

 

◆尚、算定期間は、従来通り、４月１日～翌年３月３１日ま

でで計算します。一般拠出金もお忘れなく。 

 

延納（分割納付） 

 

◆これに合わせて、延納の時期も変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆毎年の事ながら、変更されることが多すぎて、右往左往し

てしまいがちです。しっかりと予定を組みましょう。 

 

≪お仕事カレンダー≫ 

２／１３・・・・・一括有期事業開始届（建設業） 

・・・・・１月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 

２／１６・・・・・・所得税の確定申告受付開始（３・１５まで） 

２／２８・・・・・１月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

・・・・・労働者死傷病報告書の提出 

（休業４日未満の１１～１月の労災事故） 

･････じん肺健康診断実施状況報告書の提出

･････１２月決算法人の確定申告・６月決算法人の中間申告 

･････３・６・９月決算法人の消費税の中間申告 
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施

★退職金制度の構築

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援

★セ ミ ナ ー ／ 講 演

★各種助成金の申請

★労働／社会保険手続

【業務案内】

事業の種類 現行 改定案
農業または海面漁業以
外の漁業

１２／１０００ 改定なし

清掃、火葬またはと畜
の事業

１３／１０００ 改定なし

ビルメンテナンス業 ６．５／１０００ ６／１０００
倉庫業、警備業、消毒
または害虫駆除の事
業、またはゴルフ場の
事業

７／１０００ 改定なし

通信業、放送業、新聞
業または出版業

４．５／１０００ ３／１０００

卸売業・小売業、飲食
店または宿泊業

５／１０００ ４／１０００

金融業、保険業または
不動産業

４．５／１０００ ３／１０００

その他の各種事業 ４．５／１０００ ３／１０００

そ
の
他
の
事
業

 

◎既存の事業場

第１期 第２期 第３期

期 間 4/1～7/31 8/1～11/30 12/1～3/31

納期限 ７／１０ １０／３１ １／３１

◎６／１～９／３０までに成立した事業場

第１期 第２期

期 間
成立した日
～１１／３０

12/1～3/31

納期限 ５０日以内 １／３１

３回分割

 


